
 綾瀬市議会９月定例会会期日程  

 

令和４年８月 

月・日 曜日 会    議 事       項 

 ９・ １ 木 本   会   議 
・補正予算  ・一般議案 

・ 決算 

 

 
    ２ 金 本   会   議 

・ 決算 

・ 一般質問通告書正午締切 

     ３ 土 休       会 

 
 

    ４ 日 休       会  

    ５ 月 休       会 

 
 

    ６ 火 休       会 

       

 

    ７ 水 市民福祉常任委員会        

    ８ 木 経済建設常任委員会  

    ９ 

 

金 総務教育常任委員会  

   １０ 土 休       会  

   １１ 日 休       会         

   １２ 月 市民福祉常任委員会  

   １３ 火 経済建設常任委員会  

   １４ 水 総務教育常任委員会         

   １５ 

 

 

 

木 休       会 

      

 

   １６ 金 基地政策特別委員会 

 

        

       

 

 

 
   １７ 土 休       会 

 

 

   １８ 日 休       会  

   １９ ○月  休       会  

   ２０ 火 休       会 ・写真撮影申込正午締切 

   ２１ 水 本   会   議 ・一般質問 

２２ 木 
本   会   議       ・一般質問 

議会運営委員会  

   ２３ 

 

 

○金  休       会 

        

 

   ２４ 

 

 

土 休       会 

        

 

   ２５ 

 

 

日 休       会         

   ２６ 

 

 

月 本   会   議 ・一般質問 

   ２７ 火 休       会  

２８ 水 
本   会   議 

・委員会付託議案の委員長報告～採決 

・一般質問掲載申出書締切日 

議会全員協議会  

○開議時間については、午前９時〔最終日は午前９時３０分〕 

 本   会   議・・・議    場  議 会 運 営 委 員 会・・・第２委員会室 

 総務教育常任委員会・・・第１委員会室  市民福祉常任委員会・・・第１委員会室 

 経済建設常任委員会・・・第１委員会室  基地政策特別委員会・・・第２委員会室 

 

資料４ 



  

綾瀬市議会９月定例会議事日程（第１号） 

 

令和４年９月１日（木）午前９時開議 

日程第 １         会期決定について 

日程第 ２  第４６号議案 令和４年度綾瀬市一般会計補正予算（第４号） 

日程第 ３  第４７号議案 令和４年度綾瀬市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ４  第４２号議案 綾瀬市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ５  第４３号議案 動産の取得について（消防ポンプ自動車（ＣＤ－１型）） 

日程第 ６  第４４号議案 市道路線の廃止について（Ｒ１０４２） 

日程第 ７  第４５号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６５０） 

日程第 ８  第３７号議案 令和３年度綾瀬市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ９  第３８号議案 令和３年度綾瀬市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第１０ 第３９号議案 令和３年度綾瀬市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第１１ 第４０号議案 令和３年度綾瀬市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第１２ 第４１号議案 令和３年度綾瀬市公共下水道事業会計決算の認定について 

日程第１３ 第 ５ 号報告 令和３年度綾瀬市一般会計継続費精算報告書について 

日程第１４ 第 ６ 号報告 令和３年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金

不足比率について 

 



 

陳 情 文 書 表 

 

陳  情  第   ３４   号 
令和４年 ８ 月 １８ 日 受  付 

令和４年 ９ 月 １ 日 審査依頼 

 

 

件       名 

 

 

 国による義務教育財源の保障、教育の機会均等と水

準の維持・向上並びに行き届いた教育の実現を求め

る陳情 

 

 

代 表 者 

 

 

 

住 所 

 
 相模原市中央区富士見６－６－１３ 

 

  湘北教職員組合 

   執行委員長 土 谷 政 巳 
 

氏 名 

 

 

―――  陳 情 の 原 文  ――― 

 

１ 陳情の趣旨 

（１）教育の機会均等、水準の維持・向上、無償制の維持に不可欠な義務教育費国

庫負担制度を存続・拡充させること。また、学校事務職員・学校栄養職員をそ

の対象から外さないこと。さらに、義務教育教科書無償給与制度を継続するこ

と。 

（２）行き届いた教育を実現するために、小学校の３５人以下学級を計画的に進め、

中学校での３５人以下学級を早急に策定すること。また、３０人以下学級の実

現に向けて検討すること。 

（３）学校の働き方改革・長時間労働の是正を実現し、教職員が子供と向き合う時

間を確保するために、加配の配置増など教職員定数改善を推進すること。また、

スクール・サポート・スタッフ、介助員等の専門スタッフ職の拡充、教育環境

を整備するための予算を確保・拡充すること。 

（４）子供たちの心に寄り添うための、スクールカウンセラー、スクールソーシャ

ルワーカーの拡充を行うこと。 

 

２ 陳情の理由 



 国は、全ての国民が持つ教育を受ける権利を保障する立場にあります。子供たちが

全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けられる環境を整えるには、小泉政権

の下で３分の１に引き下げられた義務教育費国庫負担制度を２分の１へ復元するとと

もに、義務教育教科書無償制度を堅持する必要があります。 

 学校現場における課題は複雑化・困難化する中、子供たちの豊かな学びと育ちを実

現するために、教材研究や授業準備時間の十分な確保に向け、教職員定数拡充や専門

スタッフの拡充などの施策が最重要課題です。併せて、「公立義務教育諸学校の学級

編制及び教職員定数の標準に関する法律」が改正され、小学校の学級編制標準が２０

２５年度までに段階的に３５人に引き下げられます。少人数学級の必要性は、中学校

においても変わりないことから、小学校にとどまることなく実現を求めていくことが

必要です。さらに、きめ細やかな指導を行うために、今後は３０人以下学級の実現を

望みます。 

 一昨年度から続く新型コロナウイルス感染症が、子供の心へ与える影響が大きいこ

とは明らかです。教職員には今まで以上に、一人ひとりの心に寄り添った対応が求め

られます。一方、消毒作業をはじめとする日々の感染症対策は、教職員が子供たちと

向き合う時間の確保を困難なものにしています。加えて、ＴＴや少人数授業のために

配置されていた教員の一部が、今年度３５人以下学級を実現するための定数として使

われており、実質的に学校現場の教職員の配置は増加したとは言えない状況がありま

す。 

 子供たちの心のケアや様々な教育課題への対応等のためには、さらなる加配教員の

充実や、業務をアシスタントするためのスクール・サポート・スタッフや介助員等の

専門スタッフ職の拡充、そして、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ

ーの全校配置が必要です。 

 子供たちの豊かな学びを保障するための条件整備は不可欠です。こうした観点から、

２０２３年度政府予算編成において上記事項が実現されるよう、地方自治法第９９条

の規定に基づき国の関係機関への意見書提出を陳情いたします。 


